
                                                        

議案第 １５ 号  
 

令和３年度流山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）  
 

令和３年度流山市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。  
 （歳入歳出予算の補正）  
第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７，２４７千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ２，６５９，２９９千円とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１

表 歳入歳出予算補正」による。  
 
  令和４年２月１７日提出  
 
                                  流山市長  井 崎 義 治  
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歳  入 （単位　千円）

補正前の額 補正額 計

 2 繰 入 金 385,753 △ 7,247 378,506 

 1 一 般 会 計 繰 入 金 385,753 △ 7,247 378,506 

補正されなかった款項に係る額 2,280,793 0 2,280,793 

 　　　　　　　　　　　歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 2,666,546 △ 7,247 2,659,299 

第 １ 表　 歳入歳出予算補正

款 項
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歳  出 （単位　千円）

補正前の額 補正額 計

 2 後期高齢者医療広域連合納付金 2,574,668 △ 7,247 2,567,421 

 1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 2,574,668 △ 7,247 2,567,421 

補正されなかった款項に係る額 91,878 0 91,878 

 　　　　　　　　　　　歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 2,666,546 △ 7,247 2,659,299 

款 項
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令和３年度流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出補正予算（第３号）事項別明細書
１  歳  入

(款)  2 繰入金 (項)  1 一般会計繰入金 （単位　千円）

金　　額

 2 保険基盤安定繰入 △7,247  1 保険基盤安定繰入金 △7,247  ･ 保険基盤安定繰入金更正減 〔 保険年金課 〕 △7,247

金 ( 305,102 )

( 297,855 )

△7,247

項　計 ( 385,753 )

( 378,506 )

△7,247

款　計 ( 385,753 )

( 378,506 )

△7,247

歳入合計 ( 2,666,546 )

( 2,659,299 )

説　　　　　　　　　明
補　正　額

(補正前の額)
(　　計　　)

目
節

区　　　分
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２  歳  出

（款）  2 後期高齢者医療広域連合納付金 （項）  1 後期高齢者医療広域連合納付金 （単位　千円）

 1 後期高齢 △7,247 △7,247 18 負担金、補 △7,247

者医療広 ( 2,574,668 ) 繰入金 助及び交付

域連合納 ( 2,567,421 ) △7,247 金

付金 △7,247  1 後期高齢者医療広域連合納付に要す

る経費 △7,247

△7,247 (1) 後期高齢者医療広域連合納付事業〔 保険年金課 〕 △7,247

負担金、補助及び交付金更正減 ( △7,247 )

  交付金更正減 △7,247

  ・後期高齢者医療市町村保険基盤安定拠出金更正

    減 △7,247

△7,247 △7,247

  項  計 ( 2,574,668 )

( 2,567,421 )

△7,247 △7,247

  款  計 ( 2,574,668 )

( 2,567,421 )

△7,247 △7,247

 歳出合計 ( 2,666,546 )

( 2,659,299 )

補   正   額   の   財   源   内   訳 節

特      定      財      源 一　　般
金   額区　分

説          明目
補 正 額

(補正前の額)
(    計    ) 国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

- 5 -


